
 

公  示 

 

 令和８年２月１０日 

  

                    近畿地方整備局豊岡河川国道事務所長  

                                                                   澤村 学 

次のとおり、公示します。 

 

1.  概要 

 (1) 委託名 

    Ｒ８加陽湿地環境整備業務 

 (2) 委託目的 

    本業務は河川法第９９条に基づき、河川法施行規則第３７条の６で定める河川協力

団体、一般社団法人又は一般財団法人への委託とする。業務内容は、円山川水系自然再

生計画（平成１７年１１月策定）に基づき豊岡河川国道事務所が整備した加陽湿地にお

いて、除草等を行い外来種の駆除を実施するものとする。 
(3)  履行期間 契約締結の翌日から令和８年１２月１０日まで          

(4) 履行場所 兵庫県豊岡市加陽地先（加陽湿地） 
 

2.  要件 

 (1) 河川協力団体、一般社団法人又は一般財団法人であること。 

 (2) 一般社団法人、一般財団法人については、河川法第９９条第１項に規定する事項を

適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 

(3)  当該委託内容に関する活動実績及び活動実施体制があること。 
(4) 委託を希望する場合は、「要件」の証明、及び「申請資料」の提出を行うこと。 
(5) 豊岡河川国道事務所長から委託にかかる説明書の交付を受けた者であること。 

(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、

国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているもの

でないこと。 

 

3.  手続等 

 (1)  担当部局 

    〒６６８－００２５ 兵庫県豊岡市幸町１０－３ 

    近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 経理課   

    電 話：０７９６－２６－２４１１  ＦＡＸ：０７９６－２２－７７５６ 

  (2)  説明書の交付期間、場所及び方法 



 

        交付期間：令和８年２月１０日（火）から令和８年３月２日（月）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１６時００分まで。ただし、

最終日の令和８年３月２日（月）は１２時００分まで。 

        交付場所：上記(1)に同じ。 

        交付方法：記録媒体（CD-R）を持参又は郵送することにより電子データを交付する。

持参による場合は上記(1)に記録媒体を持参すること。郵送による場合

は上記(1)に記録媒体、返信用の封筒（切手を貼付）、交付申込者の連絡

先がわかるものを同封すること。 

 (3)  申請資料の提出期限、場所及び方法 

        期限：令和８年３月２日（月）１２時００分まで。 

        場所：上記(1)に同じ。 

        方法：上記(1)に掲げる担当部局まで持参又は郵送（必着。書留郵便等の配達記録 

が残るものに限る。）により提出すること。 

 (4) 申請に関するヒアリングの有無 
    要件を満たす応募者が複数の場合、ヒアリングを実施する場合がある。 
 

4.  その他 

 (1)  手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ。 

 (3) 申請資料の作成及び提出に要する費用は、申請者側の負担とする。 

  (4)  提出された申請資料は、当該申請者に無断で２次的な使用は行わない。 

 (5)  申請資料に虚偽の記載を行った場合は、当該申請資料を無効にするとともに、記載

を行った申請者に対して指名停止を行うことがある。 

 (6)  特定した申請内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求が

あった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 

 (7)  委託については、発注者の積算した委託費において協議を行い、協議書の締結を持

って委託するものとする。 

(8)  要件を満たす応募者が複数の場合、委託内容を分割し委託する。分割内容について

はヒアリングを実施し決定することを基本とする。 

  (9)  その他の詳細は説明書による。 
（10） 本業務は令和８年度予算が成立し支出負担行為計画示達がなされることを条件とす

るものであり、予算成立の事情により本業務を取りやめる場合がある。 
なお、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されているときは全額の契約と

するが、全額計上されていないときは、本予算成立までの間について、全体の契約期間

に対する暫定予算の期間分のみの契約とし、本予算成立後に全額の契約とする。 


